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「みんなが主役！ 誰もが安心して暮らせる長門づくり」 

 

 

 

本会では、第４次長門市地域福祉活動計画の基本理念である「みんなが主役！誰も

が安心して暮らせる長門づくり」の実現に向け、地域住民や関係機関・団体との協働

のもと、住民が安心して暮らせる福祉コミュニティづくりや各種事業を実施し、長門

市の地域福祉の推進と充実を図ります。 

そのために、基本目標として掲げている １ 思いやりの心を育む「ひとづくり」  

２ 支え合う地域を創る「つながりづくり」 ３ 未来の長門へつなぐ「しくみづくり」

の３つの視点から活動目標に沿った事業を実施し、「一人一人が取り組むこと」「地域

みんなで取り組むこと」「社協が取り組むこと」をそれぞれの立場で地域の皆様とと

もに実践し、「安心して暮らせるまち 長門」を誰もが実感できる地域づくりを目指し

ます。また、様々な地域生活課題について市民の皆様や各種団体・関係機関と一緒に

考えながら新しい課題にも積極的にチャレンジし、困った時に頼りにされる組織とな

るべく、役員、職員が一丸となり様々な事業を展開します。 

 

 法 人 運 営 事 業  

Ⅰ 重点項目と概要 

１ 財政及び経営基盤の強化 

法人運営や各種事業を安定的かつ継続的に展開していくために、財政基盤の強

化と安定を図ります。運営費補助金の確保と各種委託事業の適正な受託ができる

よう市と交渉するとともに、会費区分の新設（福祉施設・団体会員、法人会員、

賛助会員）による自主財源の増額や、クラウドファンディングの活用など新たな

財源の確保に努めます。 

また、財政状況に沿った各種事業の抜本的な見直しや介護保険事業の経営改善

も行いながら、効果的かつ効率的な事業運営に取り組みます。 

 

２ 定款・諸規程の見直し 

   規程検討委員会において、法人の実情や法律の改正等に対応した定款、諸規程

の見直しと整備を引き続き行います。 

 

３ 職員研修の開催 

  職場内研修会の充実や職員のキャリアに合わせた計画的な研修会、外部研修会

への積極的な参加を促進し、職員の更なるスキルアップを図ります。 

 

基 本 方 針 

 

基 本 理 念 
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Ⅱ 事 業 計 画 

１ 法人運営事業 

（１）理事会、評議員会等の運営 

  ア 理事会の開催 

  イ 評議員会の開催 

  ウ 監査の実施 

  エ 評議員選任・解任委員会の開催 

  オ 役職員会議の開催 

  カ 幹部会議の開催 

（２）財政及び経営基盤の強化 

  ア 補助金の安定確保 

  イ 委託事業の適正な受託 

  ウ 社協会員への加入促進 

  エ 予算対策活動 

  オ 市議会（文教厚生常任委員会）との意見交換会の実施 

（３）会計、財務管理等 

  ア 予算及び補正予算、決算の作成 

  イ 会計事務所との契約による財務管理の適正化 

（４）定款、諸規程の見直し 

   規程検討委員会の開催による定款、諸規程の見直し整備 

（５）労務管理の充実 

   社会保険労務士との顧問契約による労務管理 

（６）苦情解決制度 

 ア 苦情受付窓口の設置 

 イ 第三者委員会の開催 

 （７）職員研修の開催 

   ア 職場内研修会の開催（職員互助会との共催） 

   イ キャリアアップ研修への計画的な参加 

   ウ 外部研修会への参加促進 

 （８）広報・啓発活動 

   ア 広報紙「しあわせながと」の発行と紙面の充実 

   イ ホームページによる情報発信 

   ウ ＳＮＳ（フェイスブック）の活用 

   エ ほっちゃテレビ、ＦＭアクアの活用 

（９）表彰状及び感謝状贈呈 

（10）災害ボランティアセンターの設置・運営 

（11）退職金積立事業 

（12）新 法律事務所との顧問契約によるリスク管理の向上 
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２ 善意銀行事業 

（１）寄附金、香典返し等の受付 

（２）各種事業への助成 

 

 地域福祉活動推進事業  

Ⅰ 重点項目と概要 

１ 地域福祉活動の担い手の確保と育成 

   人口減少とともに福祉活動の担い手不足が深刻化する中、インターネットやＳ

ＮＳなど様々な媒体を効果的に活用し、地域福祉活動やボランティア活動の魅力

を発信することで担い手の確保に努めます。また、地域福祉推進セミナーなど福

祉に関する研修会の開催や多様な地域福祉活動団体とのつながりを強化し、担い

手の発掘、育成にも注力します。 

 

２ 地区社会福祉協議会及び自治会福祉部との連携と協働による小地域福祉活動

の充実 

  誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域生活課

題の解決に向けた支援体制づくりを推進するため、７地区の地区社会福祉協議会

への支援と連携強化及び自治会福祉部の設置促進と活動支援に取り組み、住民活

動の基盤となる小地域福祉活動の充実を図ります。 

 

３ 地域課題の調査研究 

   多様化する福祉生活課題や変化していく福祉ニーズを的確に把握し、各関係機

関や団体との連携のもと、新たな仕組みを開発し対応していくことが課題です。

そのための地域分析や福祉ニーズに沿った調査研究に取り組みます。 

 

４ 赤い羽根共同募金運動の推進 

  人口減少による募金実績額の減少に対し、既存の募金手法の活性化を図るとと

もに新たな募金手法についても積極的に取り組みます。また、地域生活課題や福

祉ニーズを的確に把握し、配分事業を企画開発します。「長門市を良くするしく

み」として、地域住民の理解と共感を得られる募金となるよう共同募金の可視化

を図ります。 

 

Ⅱ 事 業 計 画 

１ 地域福祉活動推進事業 

（１）地域福祉活動推進事業 

ア 地区社協活動推進事業 

  （ア）地区社協活動への支援  

８，０００千円 
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  （イ）運営・活動への助成（育成費、研修会助成、表彰行事助成） 

  （ウ）地区社協連絡会議の開催 

イ 自治会福祉部活動推進事業 

  （ア）自治会福祉部の設置推進 

  （イ）自治会福祉部活動への支援 

  （ウ）自治会福祉部への助成 

ウ 福祉活動 PR 事業（ほえっぴーグッズ作成など） 

エ ２４時間テレビチャリティ募金活動への協力 

（２）住民参加型在宅福祉サービス事業 

   サービスまごころ 

（３）ファミリーサポートセンター事業 

（４）生活支援体制整備事業 

ア 第２層生活支援コーディネーターの配置 

  イ ながといきいき健幸事業への参画 

（５）長門市社会福祉法人地域公益活動推進協議会の事務局 

 

２ 相談支援事業 

（１）生活困窮者自立支援事業 

  ア 自立相談支援事業 

  イ 家計改善支援事業 

（２）福祉サービス利用援助事業 

  ア 日常生活自立支援事業 

イ 成年後見相談支援 

（３）参加支援事業 

  ア 住居支援（自立支援ホーム） 

イ 就労支援（就労体験） 

（４）資金貸付事業 

  ア 生活福祉資金（県社協資金） 

イ 生活安定対策資金（県社協資金） 

ウ 法外援護資金 

 

３ 共同募金配分事業 

（１）高齢者福祉事業 

  ア ふれあい・いきいきサロン推進事業 

  （ア）ふれあい・いきいきサロンの設置推進 

  （イ）ふれあい・いきいきサロンへの活動支援 

  （ウ）ふれあい・いきいきサロンへの助成 

  （エ）ふれあい・いきいきサロン研修会開催 

委 託  ４，８３７千円 

      
委 託  ５，７１８千円 

県社協  ３，４３９千円 

共 募   ４，５７０千円 

県社協  １，９９０千円 

委 託  １，２８６千円 

委 託  １０，８１０千円 
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イ 家族介護者支援事業 

   家族介護者ミニ交流会の開催 

  ウ 赤い羽根ステッキ給付事業 

エ 救急カプセルくじらくん配付事業 

（２）障害児・者福祉事業 

  ア 聴々サロンの開催 

  イ 各種団体助成 

（３）母子・父子福祉事業 

   各種団体助成 

（４）児童・青少年福祉事業 

  ア ふくし出前講座（福祉教育）の実施 

  イ チャイルドシートの貸出 

  ウ ほえっぴー文庫事業 

  エ 各種団体助成 

（５）地域活動推進事業 

  ア 地域福祉研修会開催 

  （ア）地域福祉推進セミナーの開催 

  （イ）各種研修会の開催 

  イ 新 福祉員活動支援事業 

  ウ レクリエーショングッズ貸出事業 

  エ 地域の居場所整備事業 

  オ 社協だより「しあわせながと」発行事業 

  カ ほえっぴーバッジで福祉の仲間づくり事業 

  キ 福祉車輌・福祉用具の貸出 

  ク ふれあいベンチ設置 

  ケ 新 フリースペース運営事業 

  コ 高齢者等終身サポート（エンディングサポート）事業の調査研究 

  サ 労働者協同組合法を活用した地域生活課題の解決に向けた取組 

  シ 各種団体助成 

（６）ボランティア活動支援事業 

ア ボランティア活動推進事業 

  （ア）ボランティアの登録及び斡旋 

（イ）ボランティアコーディネート機能の強化 

  （ウ）ボランティア活動保険の加入支援 

  （エ）夏休み手話教室の開催 

  （オ）ボランティア交流会の開催 

  （カ）ボランティア連絡協議会の運営及び活動支援 

  （キ）企業ボランティアの推進と登録 
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  イ 災害ボランティア活動推進事業 

  （ア）災害ボランティアセンター運営スタッフ登録の推進 

  （イ）災害ボランティアセンター研修会の開催 

  （ウ）災害ボランティアセンター情報交換会の開催 

  （エ）災害ボランティアセンター用資機材の確保 

  ウ 各種団体助成 

（７）生活支援事業 

  ア フードバンク事業 

  イ 緊急対応事業 

（８）歳末たすけあい配分事業 

ア 歳末燃料代補助事業 

  イ 新 歳末たすけあい地域活動への助成 

 

４ 委 託 事 業 

（１）長門市地域福祉センター指定管理事業 

（２）子育て世帯訪問支援事業 

（３）俵山幼児園運営事業 

（４）深川・仙崎・三隅地区地域版デイサービス事業 

 

 児童養護施設運営（俵山湯の家）  

Ⅰ 重点項目と概要 

１ 施設の高機能化（養育の質の向上） 

４月から新たに小規模グループケア２棟の運営が始まり、本体施設の小規模化

に向けた改修工事は８月末に終了する予定です。これにより施設全体の完全小規

模化が完了し、湯の家で生活する全ての子どもが家庭的な雰囲気の中で安心して

生活ができるようになり、自立に向けた支援を効果的に行う環境が整います。 

このことを踏まえ、令和７年度は施設全体の重点目標として個別養育の推進を

掲げ、子どもの可能性を広げるための支援を重点的に行います。 

 

２ ユニット単位での運営の推進 

子どもと職員に主体性を持った生活を創造させるため、ユニットに裁量を持た

せることでユニットの独立性を確立していきます。 

 

３ 多機能化 

施設における地域支援の機能を果たすため、今まで以上に一時保護委託や子育

て短期支援事業の受入体制の充実を図ります。 

 

委 託  ２，６４４千円 

 
委 託 １３，９８７千円 
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４ 人材確保と人材育成 

働きやすい職場環境にもつながる人材の充足は、施設として最も重要であり維

持していかなくてはならないため、人材確保のための新たな取組を模索し実践し

ていきます。 

人材育成においては、先輩職員と後輩職員が共に勤務する時間を確保すること

でＯＪＴ の充実を図ります。 

 

Ⅱ 事 業 計 画 

１ 児童養護施設俵山湯の家運営事業 

（１）入所児童の自立支援 

（２）退所児童へのアフターケア 

（３）一時保護児童の受入 

（４）子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

（５）里親委託の推進及び里親支援 

（６）各種会議の運営 

   ケア会議、リーダー会議、課題検討委員会、職員会議 

（７）職員研修の開催 

  ア 施設内研修の開催 

  イ 外部研修会への参加促進 

（８）広報・啓発活動 

  ホームページ、ＳＮＳ（フェイスブック、インスタグラム）による情報発信 

 

 介 護 保 険 事 業  

Ⅰ 重点項目と概要 

１ 訪問介護事業所の運営 

長門、油谷の２か所の事業所を拠点に事業を展開しています。油谷地区では唯

一の訪問介護事業所となりますが、今年３月からＹＹふれあいセンター（油谷複

合施設）に事業所を移転し更なるサービスの質の向上に努めるとともに、利用者

が自立した在宅生活を継続できるよう支援します。 

長門事業所では、介護職員等による喀痰吸引等研修を修了したヘルパーが、特

定の利用者に対して医療的ケアを提供できるよう体制を整備しています。 

 

２ デイサービスセンターの運営 

  長門・通・油谷地区の３か所で事業を展開していましたが、今年４月末をもっ

て、ゆやデイサービスセンターは事業廃止となります。 

かよいデイサービスセンターは通地区で唯一の介護保険事業所であり、デイサ

ービスセンターしあわせ長門は、理学療法士による機能訓練を実施するとともに、

措 置 ３２３，２１４千円 
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特殊浴槽の導入により歩行が困難な利用者でも無理なく快適に入浴することが可

能です。 

また、介護職員初任者研修の実習生を受け入れ、市内で不足する福祉人材の養

成を支援します。 

 

３ グループホームやすらぎの里の運営 

平成３０年６月に油谷地区河原にオープンした認知症対応型共同生活介護施設

で、今年で８年目を迎えます。入居者の健康管理に努めながら、食事やおやつ作

り、敷地内での花や野菜作り、車での外出や近所の清掃活動など、入居者の希望

を取り入れながら自立に向けた支援を行います。 

 

４ 西地域包括支援センター事業の運営 

  長門市から委託（令和６年度から８年度までの３年間）を受けており、今年３

月からＹＹふれあいセンター（油谷複合施設）に事業所を移転し、引き続き日置

地区と油谷地区の業務を担当します。地域住民が困った時にいつでも気軽に相談

できる身近な相談機関として、地域づくりに関する支援や協力も積極的に行いま

す。 

 

Ⅱ 事 業 計 画 

１ 訪問介護事業 

（１）ヘルパーステーションしあわせ長門 

（２）ゆや訪問介護事業所 

 

２ 居宅介護支援事業 

（１）居宅介護支援事業所しあわせ長門 

（２）長門市社協ゆや居宅介護支援事業所 

 

３ 通所介護事業 

（１）デイサービスセンターしあわせ長門 

（２）長門市社協ゆやデイサービスセンター ※４月末事業廃止 

（３）長門市社協かよいデイサービスセンター 

 

４ 訪問入浴介護事業 

訪問入浴しあわせ長門 

 

５ グループホーム事業 

やすらぎの里 

 

事業収入  ３１９，２２２千円 
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６ 地域包括支援センター事業 

西地域包括支援センター 

 

 障害者総合支援事業  

Ⅰ 重点項目と概要 

１ 障害者相談支援事業 

  令和２年４月より市から受託し、相談支援専門員が障害者等やその家族からの

幅広い相談に対応します。また、必要に応じて障害福祉サービスの利用援助も行

います。 

 

２ 地域活動支援センターたけのこ村の運営 

   竹を使った製品や畑での生産活動、福祉活動ＰＲキャラクターほえっぴーグッ

ズの包装作業などの就労体験やレクリエーションなどの創作活動や社会交流活

動など、１年を通じて様々なプログラムを提供します。 

 

Ⅱ 事 業 計 画 

１ 居宅介護事業 

（１）居宅介護（ヘルパーステーションしあわせ長門） 

（２）居宅介護（長門市社協ゆや居宅介護事業所） 

 

２ 地域生活支援事業 

（１）障害者相談支援事業（たけのこ村） 

（２）地域活動支援センター（たけのこ村） 

（３）身障訪問入浴介護事業 

委 託  ２１，２５４千円 

委 託   ４，６６６千円 

委 託  １３，００５千円 

４，４１２千円 


